
５ その他 

Ｑ37 退職金の請求から入金まではどのような流れなのか。 

Ａ  退職金の請求から入金までは、以下の通りとなります。（令和７年１月６日から） 

 

 

 

 退職の意向確認（合算の意向はないか、退職者へ確認） 

※退職手当金を支払ってからの合算変更はできません。 

 

 

 

 

・退職手当金支払資金申請【県】 

・退職慰労金申請【県】 

 

 

 

 

 

               

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

退職者 

法人 

県社協 

福祉医療機構 法人 

◎退職手当支払資金【県】

を法人口座に送金 

退職者 

◎退職金【県】を 

退職者の口座へ振込 

◎
福
利
厚
生
給
付
金
【
県
】
を
退
職
者
の
口
座
へ
振
込 

【C】 【Ｂ】 【A】 

※退職者には、左図【Ａ】【Ｂ】【Ｃ】３種類の入金があります。 

但し、【Ｂ】は６ヶ月の本俸月額平均と計算基礎額との差がなければ０円となり入金がありません。 

この場合源泉徴収票の作成は不要です。 

◆申請の流れ 

◎資金の流れ 

◎受付、審査後、退職者の口座へ振込 

◆源泉徴収票を作成 

◆退職者識別コード

の印刷及び退職者へ

交付 

◆退職者識別コードを使い

退職手当金の請求 


